
 
 
 令和 3 年 4 月 1 日から「溶接ヒューム」が、特定化学物質障害予防規則の規制対象になります。 
 現に継続して金属アーク溶接作業等を行っている屋内作業場は、令和４年３月３１日までに下記１の測定を

行う必要があります。また、下記２、３、５の措置が令和 4 年 4 月 1 日から、4 の措置が令和５年 4 月 1
日から義務化されますので、計画的にお取り組みください。 

＊ 「継続して行う屋内作業場」には、建築中の建物内部等で金属アーク溶接等作業を同じ場所で繰り返し行わないものは含まれません。 
＊ 「屋内作業場」とは以下のいずれかに該当する作業場をいいます。 

・作業場の建屋の側面の半分以上にわたって壁、羽目板その他のしゃへい物が設けられている場所 
・ガス、蒸気または粉じんがその内部に滞留するおそれがある場所 

 

 
 労働者の身体に装着する試料採取機器等により、空気中の

溶接ヒュームの濃度を測定します。 
 測定は、第一種作業環境測定士・作業環境測定機関等、 

十分な知識・経験を有する者により実施します。 

 

  
 

 溶接ヒュームの濃度測定の結果に応じて次の措置を 
講じます。 

• 換気装置の風量の増加 
• 溶接方法や母材、溶接材料等の変更による 
溶接ヒューム量の低減  

• 集じん装置による集じん  
• 移動式送風機による送風の実施 

 措置を講じたときは効果の確認のため、再度、 
溶接ヒュームの濃度の測定を行います。 

 
換気装置の風量の増加等を 
行 わ な く て 良 い 場 合 

 溶接ヒュームの濃度が、マンガンとして
0.05 ㎎／㎥を下回る場合 

 同一事業場の類似の作業場での測定結
果をもとに、あらかじめ十分検討した措
置を実施している場合 

 

  
 

 次の式で「要求防護係数」を計算します。 

要求防護係数 PF r ＝  

 裏面の別表第１～４から「要求防護係数」を上回る 
「指定防護係数」を有する呼吸用保護具を選定します。 

 選定した呼吸用保護具を労働者に使用させます。 

 

＊ 上記の呼吸用保護具を選定し、使用させるまでの間も、粉じん則の規定により有効な呼吸用保護具を使用する必要があります。   
 

 面体を有する呼吸用保護具を使用させる場合は、1 年以内ごとに 1 回、定期に、呼吸用保護具の適切な装着
の確認（フィットテスト）を行います。 

 フィットテストは、十分な知識及び経験を有する者により実施します。JIS T8150 等による方法でフィット
テストを実施し「要求フィットファクタ」を上回っているかを確認します。   

 
 １の測定や、２の効果の確認のための測定を行ったときは、必要事項を記録し、測定に係る金属アーク溶接

等作業を行わなくなった日から起算して３年を経過する日まで保存します。 
 ４のフィットテストを行った時は、確認を受けた者の氏名、確認の日時、装着の良否、外部に委託して行っ

た場合は受託者の名称を記録し、これを 3 年間保存します。 
 

その他、必要な措置の概要 
 令和 4 年 4 月 1 日から、作業主任者の選任（特化則第 27 条、第 28 条）が必要です。  
 令和 3 年 4 月 1 日から、特殊健康診断の実施等（特化則第 39 条～第 42 条）、安全衛生教育（安衛則第 35 条）、ぼろ等の処理（特化則第 12 条の

２）、不浸透性の床の設置（特化則第 21 条）、立入禁止措置（特化則第 24 条）、運搬貯蔵時の容器等の使用等（特化則第 25 条）、休憩室の設置（特
化則第 37 条）、洗浄設備の設置（特化則第 38 条）、喫煙又は飲食の禁止（特化則第 38 条の２）、有効な呼吸用保護具の備え付け等（特化則第 43 
条及び第 45 条）等が必要です。 

１ 溶接ヒュームの濃度の測定 （特化則第 38 条の 21 第 2 項、測定等告示第 1 条）） 

２ 換気装置の風量の増加等 （特化則第 38 条の 21 第 3,4 項） 

３ 呼吸用保護具を選択し労働者に使用させる （特化則第 38 条の 21 第６項、測定等告示第 2 条） 

４ 毎年、フィットテストを実施する （特化則第 38 条の 21 第 7 項、測定等告示第 3 条） 

５ 記録を保存する （特化則第 38 条の 21 第 7 項～8 項） 
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金属アーク溶接等作業を継続して屋内作業場で行う事業場の皆様へ 

2022 年 3 月 31 日までに 空気中の溶接ヒューム濃度の測定等を行いましょう。 
令和 2 年 9 月 愛知労働局労働基準部健康課 

測定で得られた 
マンガン濃度の最大値 

ばく露の基準値 

Ｃ 
0.05 



（R03.02.01）                ■お問合せは、愛知労働局労働基準部健康課または最寄りの労働基準監督署にお願いします。 
 

（溶接ヒュームの濃度の測定） 
第一条 特定化学物質障害予防規則（昭和 47 年労働省令第 39 号。以下「特

化則」という。）第 38 条の 21 第 2 項の規定による溶接ヒュームの
濃度の測定は、次に定めるところによらなければならない。 

一 試料空気の採取は、特化則第 38 条の 21 第 1 項に規定する金属アー
ク溶接等作業（次号及び第三号において「金属アーク溶接等作業」と
いう。）に従事する労働者の身体に装着する試料採取機器を用いる方
法により行うこと。この場合において、当該試料採取機器の採取口は、
当該労働者の呼吸する空気中の溶接ヒュームの濃度を測定するため
に最も適切な部位に装着しなければならない。 

二 前号の規定による試料採取機器の装着は、金属アーク溶接等作業の
うち労働者にばく露される溶接ヒュームの量がほぼ均一であると見
込まれる作業（以下この号において「均等ばく露作業」という。）ご
とに、それぞれ、適切な数（二以上に限る。）の労働者に対して行う
こと。ただし、均等ばく露作業に従事する一の労働者に対して、必要
最小限の間隔をおいた二以上の作業日において試料採取機器を装着
する方法により試料空気の採取が行われたときは、この限りでない。 

三 試料空気の採取の時間は、当該採取を行う作業日ごとに、労働者が金
属アーク溶接等作業に従事する全時間とすること。 

四 溶接ヒュームの濃度の測定は、次に掲げる方法によること。 
イ 作業環境測定基準（昭和 51 年労働省告示第 46 号）第 2 条第 2

項の要件に該当する分粒装置を用いるろ過捕集方法又はこれと
同等以上の性能を有する試料採取方法 

ロ 吸光光度分析方法若しくは原子吸光分析方法又はこれらと同等
以上の性能を有する分析方法 

（呼吸用保護具の使用） 
第二条 特化則第 38 条の 21 第 6 項に規定する呼吸用保護具は、当該呼吸用

保護具に係る要求防護係数を上回る指定防護係数を有するものでな
ければならない。 

２ 前項の要求防護係数は、次の式により計算するものとする。 

ＰＦｒ＝  

 
 
 
 
 

 

３ 第一項の指定防護係数は、別表第１から別表第３までの上欄に掲げ
る呼吸用保護具の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値とす
る。ただし、別表第４の上欄に掲げる呼吸用保護具を使用した作業に
おける当該呼吸用保護具の外側及び内側の溶接ヒュームの濃度の測
定又はそれと同等の測定の結果により得られた当該呼吸用保護具に
係る防護係数が同表の下欄に掲げる指定防護係数を上回ることを当
該呼吸用保護具の製造者が明らかにする書面が当該呼吸用保護具に
添付されている場合は、同表の上欄に掲げる呼吸用保護具の種類に
応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値とすることができる。 

（呼吸用保護具の装着の確認） 
第三条 特化則第 38 条の 21 第 7 項の厚生労働大臣が定める方法は、同条第

6 項の呼吸用保護具（面体を有するものに限る。）を使用する労働者
について、日本産業規格Ｔ8150（呼吸用保護具の選択、使用及び保
守管理方法）に定める方法又はこれと同等の方法により当該労働者の
顔面と当該呼吸用保護具の面体との密着の程度を示す係数（以下この
項及び次項において「フィットファクタ」という。）を求め、当該フ
ィットファクタが呼吸用保護具の種類に応じた要求フィットファク
タを上回っていることを確認する方法とする。 

２ フィットファクタは、次の式により計算するものとする。 

ＦＦ＝ 

 
 
 
 
 

 

３ 第一項の要求フィットファクタは、呼吸用保護具の種類に応じ、次に
掲げる値とする。 

一 全面形面体を有する呼吸用保護具 500 
二  半面形面体を有する呼吸用保護具 100 

別表第１（第二条関係） 
防じんマスクの種類 

取替え式 

全面形面体 
RS３又は RL３ 
RS２又は RL２ 
RS１又は RL１ 

半面形面体 
RS３又は RL３ 
RS２又は RL２ 
RS１又は RL１ 

使い捨て式 
DS３又は DL３ 
DS２又は DL２ 
DS１又は DL１ 

別表第２（第二条関係） 

別表第３（第二条関係） 

別表第４（第二条関係） 
【製造者が指定防護係数を上回ることを明らかにする書面を添付している場合】 

附則 
この告示は、令和 3 年 4 月 1 日から施行する。ただし、令和 4 年 3 月 31

日までの間は、第二条及び第三条の規定は、適用しない。 

この式において、ＰＦｒ及びＣは、それぞれ次の値を表すものとす
る。 
ＰＦｒ 要求防護係数 
Ｃ    前条の測定における溶接ヒューム中のマンガンの濃度の

測定値のうち最大のもの（単位ミリグラム毎立方メートル） 

この式においてＦＦ、Ｃout 及びＣin は、それぞれ次の値を表す
ものとする。 

ＦＦ フィットファクタ 
Ｃout 呼吸用保護具の外側の測定対象物の濃度 
Ｃin 呼吸用保護具の内側の測定対象物の濃度 

 

金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法等 
（厚生労働省告示第 286 号・令和 2 年 7 月 31 日） 

Ｃout 
Ｃin 

Ｃ 
0.05 


